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各 都 道 府 県 教 育 委 員 会 担 当 課 長 

各 指 定 都 市 教 育 委 員 会 担 当 課 長 

各 都 道 府 県 私 立 学 校 主 管 課 長 

附 属 学 校 を 置 く 各 国 公 立 大 学 法 人 担 当 課 長   殿 

小中高等学校を設置する学校設置会社を 

所轄する構造改革特別区域法第 12 条第 1 項 

の 認 定 を 受 け た 各 地 方 公 共 団 体 の 担 当 課 長 

 

 

 

文部科学省初等中等教育局児童生徒課長 

                         伊 藤 史 恵 

 

 

 

アイヌの人々の人権に関する啓発動画の活用について 

 

アイヌの人々の人権に関する啓発動画の活用について、法務省人権擁護局を

はじめとした関係省庁から別添のとおり依頼がありました。 

ついては、北海道への修学旅行等の事前学習教材として本動画を御活用して

いただくよう、よろしくお取り計らいくださいますようお願いします。 

 併せて、域内の市区町村教育委員会、所管又は所轄の学校及び学校法人に対

しても、お知らせいただくようお願い申し上げます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜本件連絡先＞ 

                 文部科学省初等中等教育局児童生徒課 

                 03-5253-4111（内線：2389） 
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閣 副 第 ４ ９ ８ 号 

法 務 省 権 啓 第 ７ ０ 号 

国 北 総 第 ３ ５ 号 

５ 文 企 調 第 ２ ６ 号 

令 和 ５ 年 ６ 月 ２ ７ 日 

文部科学省初等中等教育局児童生徒課長 殿 

内閣官房アイヌ総合政策室参事官（公印省略） 

法務省人権擁護局人権啓発課長（公印省略） 

国 土 交 通 省 北 海 道 局 総 務 課 長（公印省略） 

文 化 庁 企 画 調 整 課 長（公印省略） 

アイヌの人々の人権に関する啓発動画の活用について（依頼）

この度、法務省においてアイヌの人々の人権に関する啓発動画「アコㇿ青春 

a=kor アコㇿ〔アイヌ語で「私たちの」〕」を公開しました。 

本動画は、アイヌ民族にルーツを持つものの、そのルーツを意識せずに生き

てきた青年が、同世代のアイヌの人々などを訪ね、アイヌ民族の歴史や文化を

学び、アイヌの人々に対する差別について考えることで、違いを認め、お互い

を尊重し合い、共に生きる社会を実現することの大切さに気付く過程を追った

作品です。 

現在、貴省におかれては、学校等における遠足・修学旅行等に民族共生象徴

空間（愛称：ウポポイ）を活用する観点から、学校等に対してウポポイに関す

る情報を提供する取組を行っているものと承知しておりますが、あわせて、学

校等における遠足・修学旅行等の事前学習教材として、本動画を御活用いただ

くことは、こどもたちにアイヌの人々の伝統等に関する知識の普及啓発等を図

るとともに、アイヌの人々の人権について考える上で大変有意義なことと考え

ております。 

また、昨年７月に開催されたアイヌ政策推進会議（第１３回）においても、

別添
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出席した委員から本動画を学校等における北海道への遠足・修学旅行等の事前

学習教材として御活用いただくことへの期待が述べられたところです。 

つきましては、各都道府県教育委員会等を通じ、所管及び域内の市町村管下

の学校等に、本動画を北海道への遠足・修学旅行等の事前学習教材として御活

用いただきますよう、格段の御配慮をお願いいたします。 

なお、本動画は YouTube 法務省チャンネルで公開しているほか、全国の法務

局・地方法務局にて DVD の貸出し及びリーフレットの配布に対応しております。 

 

【動画掲載 URL】https://youtu.be/V6DGN1ekTjQ 

 

 

＜本件連絡先＞ 

           法務省人権擁護局人権啓発課人権啓発第二係 

安部、野田、木村 

TEL：03-3580-4111（内線 4416） 

E-mail：keihatsu@i.moj.go.jp 
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